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７ 地球温暖化問題に対する組織・職員の意識向上        

（１）職員の意識の向上と率先実行の促進・啓発 

地球温暖化問題については，全市的な取り組みが必要であり，市の組織・職

員の率先した取り組みが求められています。このため，職員の意識の向上及び

率先実行の促進・啓発を図ります。 

取 組 項 目 

□ 
研修などを通じて，地球温暖化対策の推進をはじめ，環境保全に関する

情報の共有化を図り，職員の率先行動を進めます。 

（２）地球温暖化防止活動への職員参加の推進 

地球温暖化対策活動・研修等への職員の自発的・積極的参加を促進する職場

環境を整備します。 

取 組 項 目 

□ 
地球温暖化問題に関するシンポジウムや研修会に，職員が積極的に参加

できるような労働環境を醸成します。 

□ 
希望職員が地球温暖化対策に資する諸活動に参加できるよう，休暇を取

りやすい労働環境づくりに務めます。 

（３）ISO14001自己適合の運用及び管理 

取 組 項 目 

□ 
ISO14001に基づく環境マネジメントシステムの適切な運用・管理によ
り，エネルギー使用量抑制の徹底を図ります。

４．進行管理 

１ 計画の進行管理                      

本計画の進行管理は，ISO14001に基づく環境マネジメントシステムに従って
行います。 

２ 計画の推進に関する要綱                      

本計画の推進に関する細目については，別に要綱を定めます。 


